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議 会 運 営 委 員 会 記 録（Ｎｏ.25） 
 
 
１ 日  時   令和８年３月２４日（火） 
         午前１０時５３分 開会  

午前１１時０７分 閉会 
 
 
２ 場  所   議会運営委員会室  
 
 
３ 出席委員（９人） 
   委 員 長  西 田   一   副 委 員 長  松 岡 裕一郎  

   委    員  菊 地 公 平   委    員  佐 藤 栄 作  

   委    員  冨士川 厚 子   委    員  小 宮 けい子  

   委    員  森   結実子   委    員  山 内 涼 成  

   委    員  奥 村 直 樹  
 
 
４ 欠席委員（０人） 
 
 
５ 委員外議員（２人） 
   議    長  中 村 義 雄   副  議  長   村 上 直 樹  
 
 
６ 出席説明員 
   副 市 長  江 口 哲 郎   総務市民局長  三 浦 隆 宏  

総 務 部 長  滝     剛   総 務 課 長  荒 田 政 二    

議会担当課長  平 野 雄 士  
 
 
７ 事務局職員 
   事 務 局 長  天 本 克 己   次 長  楢木野   裕  

   総 務 課 長  原 田 健 二   議 事 課 長  木 村 貴 治  

   政策調査課長  清 水 俊 哉   広報・政務活動費担当課長  河 田 守 胤  

議 事 係 長  佐々木 雄一郎   調 査 係 長  筒 井 大 亮 

   書    記  河 野 裕 一                         外 関係職員  



- 2 - 

８ 付議事件及び会議結果 

番号 付 議 事 件  会 議 結 果  

１ 発言の訂正について 

市長から２月27日の一般質疑におけ

る市長の答弁、及び３月３日の一般質

疑における副市長の答弁の一部につい

て、緑の風の村上議員から３月３日の

一般質疑における発言の一部につい

て、それぞれ訂正の申出があり、議長

において許可したことを明日の本会議

で報告することを確認。 

２ 追加議案について 
資料№１のとおり、人事議案２件の

追加提出を確認。 

３ 小倉北区、小倉南区、八幡東区及び八幡西区選

挙管理委員並びに同補充員の選挙について 
資料№２のとおり確認。 

４ 議員提出議案（意見書）の賛否について 

(1) 資料№３のとおり意見書９件の提

出を確認。 

(2) 各会派から資料№３に記載のとお

り賛否を表明。 

５ 発言について  資料表紙に記載のとおり確認。 

６ 北九州空港機能強化・利用促進等調査特別委員

について 
資料№４のとおり確認。 

７ 陳情の審査 

資料№５に記載の陳情４件につい

て、閉会中継続審査の申出を行うこと

を決定。 

８ 所管事務の調査 

資料№６に記載の４件について、閉

会中継続調査の申出を行うことを決

定。 

９ 議員の派遣について 資料№７のとおり確認。 

10 ３月25日の議事日程について 資料№８のとおり確認。 

11 情報セキュリティ基本方針の策定について  資料№９のとおり確認。 

 

９ 会議の経過 

○委員長（西田一君）開会します。まず、発言の訂正について、事務局の説明を求めます。議

事課長。 

○議事課長 市長から、２月27日の一般質疑における市長の答弁、及び３月３日の一般質疑に

おける副市長の答弁の一部について、次に、緑の風の村上議員から３月３日の一般質疑におけ

る発言の一部について、それぞれ訂正の申し出があり、議長において許可したことを明日の本

会議で報告するものでございます。以上でございます。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり確認願えますか。 

（異議なし） 
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では、そのとおり確認します。 

次に、追加議案について、執行部の説明を求めます。副市長。 

○副市長 それでは明日の最終日にお願いをいたします人事議案につきまして、お手元配付の

資料ナンバー１により御説明いたします。１件目、人権擁護委員候補者の推薦について、２件

目、北九州市固定資産評価審査委員会委員の選任についての２件でございます。 

まず、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、委員のうち６名が本年６月30日に任期満

了となることに伴い、その後任候補として、資料２ページのとおり佐々木直子氏ほか５名を法

務大臣に推薦するためのものであります。 

次に、北九州市固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、委員のうち３名が本年

３月31日に任期満了となることに伴い、その後任として、白木健二郎氏ほか２名を選任するた

めのものであります。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（西田一君）では、説明のとおり確認願います。  

次に、小倉北区、小倉南区、八幡東区及び八幡西区選挙管理委員並びに同補充員の選挙につ

いて、事務局の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長 資料ナンバー２を御覧ください。小倉北区、小倉南区、八幡東区及び八幡西区選

挙管理委員並びにその補充員の選挙につきまして、資料ナンバー２のとおり候補者名簿の確認

をお願いいたします。御確認いただけましたら、明日の本会議では、指名推選により選挙をお

願いいたします。以上でございます。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。 

次に、意見書の賛否について、事務局の説明を求めます。政策調査課長。 

○政策調査課長 資料ナンバー３をお願いいたします。お手元配付の資料のとおり、意見書は

９件でございます。以上でございます。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり、確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。それでは、各会派の賛否を表明願います。自民党・無所属の

会。 

○委員（菊地公平君）１から４がバツ。５番、６番マル。７番バツ。８番マル。９番バツです。 

○委員長（西田一君）公明党。 

○委員（冨士川厚子君）１から４までがバツ。５、６がマル。７がバツ。８がマル。９がバツ

です。 

○委員長（西田一君）市民とともに北九州。 

○委員（森結実子君）１番から６番までがマル。７番がバツ。８番、９番がマルです。 
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○委員長（西田一君）日本共産党。 

○委員（山内涼成君）１番マル。８、９バツです。 

○委員長（西田一君）北九州会。 

○委員（奥村直樹君）１がマル。２、３がバツ。４から６がマル。７がバツ。以上です。 

○委員長（西田一君）調査係長。 

○調査係長 ただいまの賛否につきまして、結果を御報告します。御確認をお願いします。ま

ず、５番及び６番、全会派がマル。続きまして、１番及び４番、マルの会派は、市民とともに

北九州、日本共産党、北九州会。バツの会派は、自民党・無所属の会、公明党。続きまして、

２番及び３番、マルの会派は、市民とともに北九州、日本共産党。バツの会派は、自民党・無

所属の会、公明党、北九州会。続きまして、７番、マルの会派は、日本共産党。バツの会派は、

自民党・無所属の会、公明党、市民とともに北九州、北九州会。続きまして、８番、マルの会

派は、自民党・無所属の会、公明党、市民とともに北九州、北九州会。バツの会派は、日本共

産党。最後に、９番、マルの会派は、市民とともに北九州、北九州会。バツの会派は、自民党・

無所属の会、公明党、日本共産党です。ただいまの賛否によりまして、全会派の賛成となりま

した５番及び６番の２件につきましては、先例により、議員提出議案として、議会運営委員で

ある議員全員が提出者となり、委員長が提案理由を説明することになりますので、併せて御確

認をお願いします。以上でございます。 

○委員長（西田一君）ただいまの報告のとおり、確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。 

次に、発言について、事務局の説明を求めます。議事課長。 

○議事課長 配付資料の表紙をお願いいたします。予算特別委員会付託議案に対し、反対討論

の通告が、日本共産党の宇土議員、及び緑の風の柳井議員から、賛成討論の通告が、日本維新

の会の有田議員からそれぞれ提出されております。討論の発言順序は、会議規則及び先例によ

り、まず、日本共産党宇土議員の反対討論、次に、日本維新の会有田議員の賛成討論、次に、

緑の風柳井議員の反対討論の順となります。 

次に、議員提出議案の番号６に対して、質疑の通告が、日本維新の会の有田議員から、議員

提出議案の番号９に対して、反対討論の通告が、緑の風の村上議員から、それぞれ提出されて

おります。以上でございます。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。 

次に、北九州空港機能強化・利用促進等調査特別委員についてを議題とします。資料ナンバ

ー４をお願いします。委員については北九州会から、資料のとおり届出があっております。こ
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のとおり確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。 

なお、委員については、明日の本会議で選任を行います。 

次に、陳情の審査を行います。資料ナンバー５をお願いします。本委員会に付託されている

陳情４件については、閉会中継続審査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありません

か。 

（異議なし） 

では、そのとおり決定します。 

次に、所管事務の調査を行います。資料ナンバー６をお願いします。資料に記載の事件につ

いて、次の定例会までの間、調査を行うこととし、閉会中継続調査の申出を行いたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

 では、そのとおり決定します。 

次に、議員の派遣について、事務局の説明を求めます。議事課長。 

○議事課長 資料ナンバー７をお願いいたします。２月定例会閉会後の議員派遣につきまして、

資料のとおり１件の議員派遣要求があっております。この１件につきましては、明日の本会議

で議決をいただくこととなります。以上でございます。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。 

 次に、３月25日の議事日程について、事務局の説明を求めます。議事課長。 

○議事課長 資料ナンバー８をお願いいたします。議事日程第９号案でございます。明日は午

前10時に開議し、まず、諸報告でございます。諸報告は、発言の訂正について及び令和７年度

包括外部監査結果報告書の提出についての２件でございます。 

次に、日程第１議案第１号から、日程第47議案第66号までの47件を一括上程し、予算特別委

員長の報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決でございます。なお、討論は、先ほど確認

いただきましたとおり、宇土議員の反対討論、有田議員の賛成討論、柳井議員の反対討論の順

でございます。 

次に、日程第48議案第67号及び日程第49議案第68号の２件を一括上程し、市長の提案理由説

明、質疑、委員会付託を省略し、討論、採決でございます。なお、質疑、討論の通告はござい

ません。 

次に、日程第50小倉北区、小倉南区、八幡東区及び八幡西区選挙管理委員並びに同補充員の

選挙でございます。選挙は、先ほど確認いただきましたとおり、指名推選でお願いいたします。 
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次に、日程第51議員提出議案第２号北九州空港機能強化・利用促進等調査特別委員会の委員

の定数変更に関する決議についてを上程し、提案理由説明、質疑の後、委員会付託を省略し、

討論、採決でございます。なお、質疑、討論の通告はございません。また、可決されましたら、

北九州空港調査特別委員の選任についてを日程に追加し、委員の選任でございます。 

次に、日程第52議員提出議案第３号から日程第60議員提出議案第11号までの９件を一括上程

し、提案理由説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論、採決でございます。なお、先ほど

確認いただきましたとおり、有田議員の質疑、村上議員の反対討論がございます。 

次に、日程第61請願・陳情の継続審査について、及び日程第62所管事務の継続調査について

は、各常任委員会及び議会運営委員会から申出があっております、閉会中の継続審査及び継続

調査につきまして、それぞれ採決でございます。 

次に、日程第63議員の派遣については、先ほど確認いただきました議員の派遣についての採

決でございます。 

最後に、日程第64会議録署名議員の指名を行った後、閉会でございます。説明は以上でござ

います。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり、確認願えますか。  

（異議なし）  

では、そのとおり確認します。  

次に、情報セキュリティー基本方針の策定について、事務局の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長 資料ナンバー９の１をお願いします。１、趣旨でございますが、地方自治法の改

正が行われ、情報システムの利用に当たり、サイバーセキュリティーを確保するための方針を

定めることとされ、本年４月１日に施行されます。そこで、同法に基づいて市議会において基

本方針を定めるものでございます。参考といたしまして、情報セキュリティー対策の体系図を

記載しております。上から、基本方針、対策基準、実施手順の３つの階層で構成されておりま

す。今回は、このうち基本方針の部分を定めるものでございます。なお、市議会では、令和元

年度にタブレット端末を導入しておりまして、その運用に当たり、管理、使用基準を定めてお

ります。この定めが、対策基準、実施手順に相当するものと考えております。下段２、北九州

市議会情報セキュリティ基本方針案の概要についてです。この方針案の適用範囲は、議員の皆

様にお配りしておりますｉＰａｄ、及び会派に貸与しておりますパソコンになります。また、

対策の内容は、各種情報セキュリティー対策をはじめ、自己点検などの実施、今後必要に応じ

た基本方針の見直し、対策基準や実施手順の策定に関する事項を定めております。 

資料ナンバー９の２を御覧ください。こちらは、ただいま御説明いたしました内容を記載し

た方針案でございます。なお、今回策定する基本方針は、セキュリティー対策の基本的な考え

方を規定するものであり、議員の皆様に新たな対応を求めるものではございません。説明は以

上でございます。 
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○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり、確認願えますか。  

（異議なし）  

では、そのとおり確認します。  

ほかになければ、本日は、これで閉会します。 

           議会運営委員会  委 員 長   西 田   一  ㊞                     


